
Ｎｏ．１２（新規） 

（養徳学区） 

 

要望事項 （優先順位 ３） 

高野泉町市営住宅の跡地活用方針の説明，活用時の川端通へのバスベイ設置及び歩

道拡幅の実施 

 

要  旨 

詳細な説明がなされないまま，高野泉町市営住宅の住民の立ち退きが始まっていま

す。跡地活用はどのような方向に決まっているのか，丁寧な説明を求めます。  

これに関し，高野泉町の京都バス南行き停留所は非常に狭く乗降に不便さがあるた

め，跡地を活用したバスベイの新設を要望いたします。昨今の自動車事故等からも乗

降時の安全は必要不可欠であり，バスベイの新設により車の流れもスムーズになると

考えられます。 

また，川端通東側の歩道についても，現状１人程度しか通れない歩道であり，非常

に危険であるため，跡地部分を活用した歩道拡幅を要望します。車いすと歩行者が安

心・安全に通行できる歩道が必要です。 

 

 

回 答 

（都市計画局） 

 耐用年限を経過した木造市営住宅については，全市的に，耐震性を満たす他の市営

住宅等への住替えを進めており，高野市営住宅についても，当該入居者へ個別に住替

えをお願いしているところです。 

 御要望にあります高野市営住宅の跡地活用については，市営住宅に入居されている

方全員の住替えが完了してないため，具体的な方針策定には至っておりませんが，既

に除却の完了した場所については，市有財産の有効活用の観点から，暫定的な活用を

検討しているところです。 

 



 


